
 

 

現物資産の運用による相続税・法人税・所得税へ 

の影響を交え、具体的な事業承継対策について 

航空機リースの活用を中心にご説明致します。 
略歴   税理士 東海大学工学部卒。日本税務会計学会委員（会計部門） 
株式会社東京リーガルマインド（LEC）講師、成田公認会計士事務所コンサルティング部部長を経て、 

現在、税理士法人おおたか副代表。中小企業オーナーへの事業承継対策を主な業務としている。 

著書   『贈与税の基本と特例Q&A』（共著、税務経理協会）、『平成25 年度税制改正と実務の徹底 

対策』（共著、日本法令）、『新事業承継税制ハンドブック』（共著、東京商工会議所）、他。 

 

ヘリコプターの市場やヘリコプターの資産価値に 

関する説明に加え、ドクターヘリのケーススタディを 

ご説明致します。 
略歴   慶応義塾大学法学部政治学科1999年卒。米国スタンフォード大学及びカーネギー・メロン 

大学留学後、外資系金融機関にて東京、ニューヨークにて長年広範囲に亘る国際取引、アセット・ 
ファイナンスに従事。2008年より航空機専門商社であるITCグループに財務執行役員として参画、 

多くの航空機リース案件を組成。2011年6月にリース部門のリーシング代表取締役に就任。 

第一部 

お名前：    （ご紹介者名：   ） 

ご住所：        会社名：    

電話番号/ファックス番号：                         電子メールアドレス：                

お問合せ・お申し込み先    ㈱アイ・ティー・シー・リーシング 
セミナー担当： 酒井  Tel：03-3555-3621  E-mail：n.sakai@itca.co.jp Fax：03-3555-3627 

 

お申込書：空欄ご記入の上、下記ファックス番号までお申し込みください。 

第二部 

講師：市川 康明     税理士法人おおたか 社員税理士・副代表 

【受講料】 定員30名様・入場無料 
是非、万障お繰り合わせ戴き、ご関心あるご友人、お取引先
をお誘いの上、ご参加戴きます様お願い申し上げます。 

 

『大増税時代における財務・税務対策としての資産運用』と 
 

『ヘリコプターのオペレーティング・リース投資事業の活用』 

【東京 開催日時】  
6月19日（水）17:30～19:30 

企業オーナーの為の事業承継対策 
～税制改正を活用せよ！～ 

【会場】 日本橋倶楽部 C室 
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1  
室町東三井ビルディング12F 
TEL 03-3270-6661  FAX 03-3270-6668 

講師：中山 美梨香  (株)アイ・ティー・シー・リーシング 代表取締役 

 2005年から深刻化した人口減少は、労働力減少による経済成長の低下にも繋がると言われています。また高
齢化の波が押し寄せる中、経営者交代（事業承継）のタイミングや対策に頭を抱える中小企業経営者の方々も
多くいらっしゃるのではないでしょうか。 

『平成25年度税制改正』（2013年4月1日施行 ）にて、所得税や相続税が大幅に増税されることとなった一方で、
法人税は減税の方向へ向かい、事業承継においても従来の対策を見直す必要があるものと考えます。  

 より効果的な事業承継対策の緊要性が高まっております。 
 

 日経平均が年末に1万円台を回復して以来、株式市場に活況が戻る事で攻めの資産運用が可能となった一方、
現物資産を保有し運用していく事もまたリスク分散の観点から重要です。 

     現物資産特有の『減価償却による利益の圧縮』を活用し、企業にとっての適切なタイミングでの資産売却を行う 

   事で、効果的に資産形成を行えます。 
 

 本セミナーでは、税制改正の概要を始め、具体的な対策例として、国際的に投資商品として評価されている航
空機、中でも社会意義性の強い事から景気変動の影響が比較的限定的と考えられるドクターヘリ賃貸事業を
ご紹介致します。 

主催 

協賛 

＜ビジネス会計人クラブ会員＞ 

＜ビジネス会計人クラブ会員＞ 

http://www.bac.gr.jp/

